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告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
二
号

次
の
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
代
表
者
の
氏
名
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
の

で
、
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号)

第
十
四
条
の

二
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
三
号

地
方
税
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

第
七
百
条
の
六
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
者
に
つ
き
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
青
森
県
県
税
条

例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号)

第
十
四
条
の
二
第
一
項
後
段
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
四
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘

前
市
長
か
ら
弘
前
市
の
字
の
区
域
及
び
そ
の
名
称
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
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で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

右
の
字
の
区
域
及
び
そ
の
名
称
の
変
更
は
、
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生

ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

弘
前
市

大
字
船
水
字
勝
浦
一
〇
六
の
一
か
ら
一
〇
六
の
三
ま
で
、
一
一
四
の
一
、
一
一
四
の
三
、
一
一
四

の
四
、
一
一
五
の
一
、
一
一
六
の
一
、
一
一
六
の
三
、
一
一
七
の
一
、
一
一
八
の
一
か
ら
一
一
八
の

九
ま
で
、
一
一
八
の
一
一
、
一
一
八
の
一
二
、
一
一
九
、
一
二
〇
、
一
二
一
の
一
、
一
二
三
の
一
、

一
二
三
の
二
、
一
二
四
の
一
、
一
二
四
の
三
か
ら
一
二
四
の
五
ま
で
、
一
二
五
の
一
、
一
二
五
の
三

か
ら
一
二
五
の
五
ま
で
、
一
二
六
、
二
七
五
、
二
七
六
、
二
九
二
か
ら
二
九
四
ま
で
、
大
字
町
田
字

山
吹
一
五
七
の
一
か
ら
一
五
七
の
六
ま
で
、
一
五
八
の
一
か
ら
一
五
八
の
八
ま
で
、
一
五
八
の
一
五

か
ら
一
五
八
の
二
八
ま
で
、
一
五
八
の
三
一
、
一
五
八
の
三
二
、
一
五
八
の
三
四
か
ら
一
五
八
の
三

八
ま
で
、
一
五
八
の
四
〇
か
ら
一
五
八
の
五
〇
ま
で
、
一
五
九
の
一
、
一
五
九
の
二
、
一
五
九
の
四

か
ら
一
五
九
の
八
ま
で
、
一
五
九
の
一
〇
か
ら
一
五
九
の
一
五
ま
で
、
一
五
九
の
一
七
か
ら
一
五
九

の
二
一
ま
で
、
一
六
二
の
二
、
一
六
二
の
三
、
一
六
二
の
七
か
ら
一
六
二
の
一
一
ま
で
、
一
六
三
の

一
か
ら
一
六
三
の
三
ま
で
、
二
二
〇
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国

有
地
の
全
部
を
新
た
に
大
字
町
田
一
丁
目
と
す
る
。

大
字
町
田
字
山
吹
四
二
の
五
、
四
二
の
六
、
四
三
、
四
六
、
七
七
の
五
、
七
七
の
一
一
か
ら
七
七

の
一
三
ま
で
、
八
一
の
一
、
八
一
の
四
、
八
一
の
五
、
八
一
の
七
、
八
一
の
八
、
八
一
の
一
〇
か
ら

八
一
の
一
八
ま
で
、
八
一
の
二
〇
、
八
一
の
二
一
、
八
一
の
二
四
か
ら
八
一
の
二
九
ま
で
、
八
三
、

八
四
の
一
か
ら
八
四
の
四
ま
で
、
八
五
の
一
、
八
五
の
二
、
八
五
の
五
、
八
五
の
六
、
八
六
の
一
か

ら
八
六
の
六
ま
で
、
八
七
の
一
か
ら
八
七
の
三
ま
で
、
八
八
の
一
か
ら
八
八
の
六
ま
で
、
八
九
の
一
、

八
九
の
三
、
九
〇
の
一
か
ら
九
〇
の
三
ま
で
、
九
一
の
三
、
九
二
の
二
、
九
二
の
三
、
九
三
の
一
か

ら
九
三
の
五
ま
で
、
九
四
、
九
五
の
一
か
ら
九
五
の
四
ま
で
、
九
六
か
ら
九
八
ま
で
、
一
〇
四
の
一

か
ら
一
〇
四
の
三
ま
で
、
一
〇
五
の
一
か
ら
一
〇
五
の
三
ま
で
、
一
〇
五
の
六
か
ら
一
〇
五
の
一
二

ま
で
、
一
〇
六
の
一
か
ら
一
〇
六
の
五
ま
で
、
一
〇
七
の
三
、
一
〇
八
の
一
、
一
〇
八
の
二
、
一
〇

九
の
一
、
一
〇
九
の
二
、
一
一
〇
の
二
、
一
一
〇
の
三
、
一
一
〇
の
六
、
一
一
一
の
一
か
ら
一
一
一

の
三
ま
で
、
一
一
二
の
四
、
一
一
二
の
五
、
一
一
二
の
七
、
一
一
二
の
八
、
一
一
二
の
一
一
、
一
一

三
の
一
、
一
一
三
の
二
、
一
一
四
の
一
、
一
一
六
、
一
一
七
、
一
一
八
の
一
か
ら
一
一
八
の
一
〇
ま

で
、
一
一
九
の
一
、
一
一
九
の
四
か
ら
一
一
九
の
一
二
ま
で
、
一
二
〇
の
二
、
一
二
〇
の
四
か
ら
一

二
〇
の
六
ま
で
、
一
二
一
の
二
、
一
二
二
の
一
、
一
二
二
の
三
、
一
二
二
の
四
、
一
二
三
の
一
か
ら

一
二
三
の
三
ま
で
、
一
二
四
の
一
、
一
二
四
の
二
、
一
二
五
の
一
、
一
二
五
の
二
、
一
二
六
の
一
か

ら
一
二
六
の
三
ま
で
、
一
二
七
、
一
二
八
の
一
、
一
二
八
の
二
、
一
二
八
の
四
、
一
二
八
の
五
、
一

二
九
の
一
、
一
二
九
の
二
、
一
三
一
の
一
、
一
三
一
の
二
、
一
三
二
の
一
、
一
三
二
の
二
、
一
三
三
、

一
三
四
の
一
か
ら
一
三
四
の
三
ま
で
、
一
三
五
、
一
三
六
の
二
、
一
三
六
の
三
、
一
三
七
、
一
三
八
、

一
三
九
の
一
か
ら
一
三
九
の
三
ま
で
、
一
四
〇
の
一
、
一
四
〇
の
二
、
一
四
一
、
一
四
二
、
一
四
三

の
二
、
一
四
四
、
一
四
五
、
一
四
七
の
一
、
一
四
七
の
二
、
一
四
八
、
一
四
九
の
一
、
一
四
九
の
二
、

一
五
〇
の
一
、
一
五
〇
の
二
、
一
五
一
の
一
か
ら
一
五
一
の
六
ま
で
、
一
五
二
の
一
か
ら
一
五
二
の

三
ま
で
、
一
五
四
の
一
か
ら
一
五
四
の
一
一
ま
で
、
一
五
五
の
一
、
一
五
五
の
二
、
一
五
五
の
四
か

ら
一
五
五
の
六
ま
で
、
一
五
六
、
一
六
七
、
一
六
八
の
一
か
ら
一
六
八
の
三
ま
で
、
大
字
町
田
字
舘

田
二
の
一
、
二
の
二
、
二
の
五
か
ら
二
の
七
ま
で
、
二
の
九
、
二
の
一
二
か
ら
二
の
一
七
ま
で
、
三

〇
の
一
、
三
〇
の
七
、
大
字
町
田
字
三
千
苅
三
一
の
一
、
三
一
の
二
、
三
一
の
四
、
三
一
の
五
、
三

一
の
九
、
三
一
の
一
〇
、
一
〇
八
、
一
〇
九
の
一
、
一
〇
九
の
二
、
一
七
四
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
を
新
た
に
大
字
町
田
二
丁
目
と
す
る
。

大
字
船
水
字
勝
浦
五
六
、
一
二
七
の
一
、
一
二
八
の
一
、
一
二
八
の
三
か
ら
一
二
八
の
七
ま
で
、

一
二
九
か
ら
一
三
一
ま
で
、
一
三
二
の
一
、
一
三
三
の
一
、
一
三
四
、
一
三
五
の
一
、
一
三
六
の
一
、

一
三
七
の
一
、
一
三
八
の
一
、
一
三
九
の
一
、
一
四
〇
の
一
、
一
四
一
の
一
、
一
四
二
、
一
四
三
、

二
九
六
か
ら
二
九
八
ま
で
、
大
字
町
田
字
山
吹
九
九
の
一
か
ら
九
九
の
三
ま
で
、
一
〇
〇
の
二
、
一

〇
〇
の
三
、
一
〇
一
の
一
、
一
〇
一
の
二
、
一
〇
二
の
一
か
ら
一
〇
二
の
一
六
ま
で
、
一
〇
二
の
一

八
か
ら
一
〇
二
の
二
七
ま
で
、
一
〇
三
の
一
か
ら
一
〇
三
の
六
ま
で
、
一
六
四
の
一
、
一
六
四
の
二
、

一
六
五
の
一
、
一
六
五
の
二
、
一
六
六
の
一
、
一
六
六
の
二
、
一
六
九
の
一
か
ら
一
六
九
の
七
ま
で
、

一
六
九
の
一
一
か
ら
一
六
九
の
一
五
ま
で
、
一
七
〇
の
一
、
一
七
〇
の
二
、
一
七
一
の
一
か
ら
一
七

一
の
三
ま
で
、
一
七
二
か
ら
一
七
四
ま
で
、
一
七
五
の
一
、
一
七
五
の
二
、
一
七
六
か
ら
一
八
〇
ま

で
、
一
八
一
の
一
、
一
八
一
の
二
、
一
八
二
の
一
か
ら
一
八
二
の
五
ま
で
、
一
八
三
の
一
か
ら
一
八

三
の
三
ま
で
、
一
八
四
か
ら
一
八
八
ま
で
、
一
八
九
の
三
、
一
九
〇
の
一
か
ら
一
九
〇
の
八
ま
で
、

一
九
一
の
一
、
一
九
一
の
二
、
一
九
一
の
四
、
一
九
一
の
六
か
ら
一
九
一
の
一
一
ま
で
、
一
九
二
、

一
九
三
の
一
か
ら
一
九
三
の
七
ま
で
、
一
九
三
の
九
か
ら
一
九
三
の
一
二
ま
で
、
一
九
四
の
一
か
ら

一
九
四
の
三
ま
で
、
一
九
五
の
一
か
ら
一
九
五
の
五
ま
で
、
一
九
六
の
一
、
一
九
六
の
二
、
一
九
七

の
一
か
ら
一
九
七
の
四
ま
で
、
一
九
八
の
一
か
ら
一
九
八
の
三
ま
で
、
一
九
九
の
一
、
大
字
町
田
字

舘
田
一
二
の
三
、
一
二
の
五
か
ら
一
二
の
一
〇
ま
で
、
一
二
の
一
六
か
ら
一
二
の
一
九
ま
で
、
三
一

か
ら
四
一
ま
で
、
四
二
の
一
か
ら
四
二
の
三
ま
で
、
四
三
の
一
、
四
三
の
二
、
四
四
か
ら
四
六
ま
で
、
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四
七
の
一
か
ら
四
七
の
五
ま
で
、
四
八
の
一
か
ら
四
八
の
四
ま
で
、
四
九
の
一
、
四
九
の
二
、
五
〇
、

五
一
、
五
二
の
一
、
五
二
の
二
、
五
三
の
一
、
五
三
の
二
、
五
四
の
一
、
五
四
の
二
、
五
五
、
五
六
、

五
七
の
一
、
五
七
の
二
、
五
八
の
一
、
五
八
の
二
、
五
九
、
六
〇
の
一
、
六
〇
の
二
、
六
一
の
一
、

六
一
の
二
、
六
二
の
一
、
六
二
の
二
、
六
三
、
六
四
の
一
か
ら
六
四
の
四
ま
で
、
六
五
の
一
か
ら
六

五
の
四
ま
で
、
六
六
、
六
七
、
六
八
の
一
、
六
八
の
二
、
六
九
か
ら
七
二
ま
で
、
七
三
の
一
、
七
三

の
二
、
七
四
か
ら
八
四
ま
で
、
八
五
の
一
、
八
五
の
二
、
八
六
の
一
、
八
六
の
二
、
八
七
の
一
か
ら

八
七
の
三
ま
で
、
八
八
の
一
、
八
八
の
二
、
八
九
の
一
か
ら
八
九
の
三
ま
で
、
一
二
七
、
一
三
〇
、

一
三
三
か
ら
一
四
六
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
等
で
あ
る
国
有
地
の

全
部
を
新
た
に
大
字
町
田
三
丁
目
と
す
る
。

大
字
萢
中
字
岩
井
一
〇
九
の
四
、
一
一
〇
の
六
、
一
一
〇
の
九
、
二
七
二
の
二
、
二
七
三
の
二
、

二
八
一
の
二
、
二
八
二
、
二
八
三
の
一
か
ら
二
八
三
の
四
ま
で
、
二
八
四
の
一
、
二
八
五
の
一
、
二

八
五
の
二
、
二
八
六
、
二
八
七
の
一
、
二
八
七
の
二
、
二
八
八
の
一
か
ら
二
八
八
の
五
ま
で
、
二
八

九
の
二
か
ら
二
八
九
の
四
ま
で
、
大
字
船
水
字
横
船
三
〇
三
の
三
、
三
一
二
、
三
一
三
、
三
三
九
の

三
、
三
三
九
の
四
、
三
四
〇
、
三
四
一
の
一
か
ら
三
四
一
の
一
三
ま
で
、
三
四
二
、
三
四
三
の
一
か

ら
三
四
三
の
五
ま
で
、
三
四
四
の
一
、
三
四
四
の
四
、
三
四
五
の
一
、
三
四
五
の
二
、
三
四
六
、
三

四
七
、
三
五
〇
か
ら
三
五
二
ま
で
、
三
五
三
の
一
、
三
五
三
の
二
、
三
五
四
の
一
、
三
五
四
の
二
、

三
五
五
の
一
、
三
五
五
の
二
、
三
五
六
の
一
、
三
五
六
の
二
、
三
五
七
の
二
、
大
字
船
水
字
松
尾
一

八
七
の
一
か
ら
一
八
七
の
一
一
ま
で
、
一
八
八
、
一
八
九
の
一
、
一
八
九
の
二
、
一
九
〇
、
一
九
一

の
一
か
ら
一
九
一
の
一
一
ま
で
、
一
九
二
か
ら
一
九
四
ま
で
、
一
九
五
の
一
、
一
九
五
の
二
、
一
九

六
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
を
新
た
に
大
字
船
水

一
丁
目
と
す
る
。

大
字
船
水
字
筒
井
二
六
六
の
二
、
二
六
六
の
八
、
二
六
七
の
二
、
二
六
七
の
三
、
二
六
八
の
二
、

二
七
一
の
二
、
三
〇
二
の
一
か
ら
三
〇
二
の
三
ま
で
、
三
〇
三
の
一
、
三
〇
三
の
二
、
三
〇
四
の
一
、

三
〇
四
の
二
、
三
〇
五
の
一
、
三
〇
五
の
二
、
三
〇
六
の
一
か
ら
三
〇
六
の
三
ま
で
、
三
〇
七
の
一

か
ら
三
〇
七
の
八
ま
で
、
三
〇
八
、
三
〇
九
、
三
一
〇
の
三
、
三
一
〇
の
四
、
三
二
四
の
四
か
ら
三

二
四
の
六
ま
で
、
三
二
五
の
一
か
ら
三
二
五
の
三
ま
で
、
三
二
五
の
五
か
ら
三
二
五
の
八
ま
で
、
三

二
六
か
ら
三
二
八
ま
で
、
三
三
三
の
二
、
大
字
船
水
字
松
尾
一
〇
一
の
二
、
一
〇
九
の
一
、
一
〇
九

の
二
、
一
一
〇
の
一
、
一
一
〇
の
二
、
一
一
一
、
一
一
二
の
一
、
一
一
二
の
二
、
一
一
三
の
一
、
一

一
三
の
二
、
一
一
四
の
一
、
一
一
四
の
二
、
一
一
五
の
一
、
一
一
五
の
二
、
一
一
六
、
一
八
二
か
ら

一
八
四
ま
で
、
一
八
五
の
一
か
ら
一
八
五
の
六
ま
で
、
一
八
六
、
二
一
三
の
二
か
ら
二
一
三
の
四
ま

で
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
を
新
た
に
大
字
船
水

二
丁
目
と
す
る
。

大
字
船
水
字
勝
浦
一
三
の
三
、
一
三
の
四
、
二
七
の
六
か
ら
二
七
の
八
ま
で
、
二
七
の
一
〇
か
ら

二
七
の
一
六
ま
で
、
三
七
の
二
か
ら
三
七
の
五
ま
で
、
七
九
の
一
、
七
九
の
二
、
八
〇
の
一
か
ら
八

〇
の
八
ま
で
、
八
二
の
一
、
八
二
の
二
、
八
三
の
一
か
ら
八
三
の
六
ま
で
、
八
四
、
八
五
の
一
、
八

五
の
二
、
八
六
の
一
か
ら
八
六
の
五
ま
で
、
八
七
の
一
か
ら
八
七
の
四
ま
で
、
八
八
の
一
、
八
八
の

二
、
八
九
か
ら
九
一
ま
で
、
九
二
の
一
か
ら
九
二
の
五
ま
で
、
一
〇
八
、
一
〇
九
の
一
、
一
〇
九
の

二
、
一
一
〇
の
一
か
ら
一
一
〇
の
三
ま
で
、
一
一
一
の
一
か
ら
一
一
一
の
三
ま
で
、
一
一
二
の
一
、

一
一
二
の
二
、
一
一
三
の
一
か
ら
一
一
三
の
四
ま
で
、
一
六
八
か
ら
一
七
二
ま
で
、
一
七
三
の
一
、

一
七
三
の
二
、
一
七
六
の
一
、
一
七
六
の
二
、
一
七
七
、
一
七
八
の
一
、
一
七
八
の
二
、
一
七
九
の

一
、
一
七
九
の
二
、
一
八
〇
、
一
八
一
の
一
、
一
八
一
の
二
、
一
八
二
の
一
、
一
八
二
の
二
、
一
八

三
の
一
、
一
八
三
の
二
、
一
八
四
の
一
、
一
八
四
の
二
、
一
八
五
か
ら
一
九
一
ま
で
、
一
九
二
の
一

か
ら
一
九
二
の
四
ま
で
、
一
九
三
か
ら
一
九
八
ま
で
、
一
九
九
の
一
、
一
九
九
の
二
、
二
〇
〇
、
二

〇
一
、
二
四
四
か
ら
二
五
一
ま
で
、
二
五
四
の
二
、
二
五
四
の
三
、
二
七
〇
の
一
か
ら
二
七
〇
の
三

ま
で
、
二
七
一
、
二
七
二
の
一
、
二
七
二
の
二
、
二
七
八
、
二
八
〇
、
二
八
三
、
二
八
九
、
二
九
一
、

三
〇
七
か
ら
三
一
六
ま
で
、
三
二
八
か
ら
三
三
三
ま
で
、
大
字
船
水
字
筒
井
六
七
の
一
か
ら
六
七
の

五
ま
で
、
六
七
の
七
、
六
七
の
一
七
か
ら
六
七
の
二
八
ま
で
、
六
七
の
三
一
か
ら
六
七
の
三
五
ま
で
、

七
一
、
七
二
の
一
か
ら
七
二
の
四
ま
で
、
七
三
の
一
、
七
三
の
四
か
ら
七
三
の
七
ま
で
、
七
四
の
一

か
ら
七
四
の
三
ま
で
、
七
四
の
六
か
ら
七
四
の
九
ま
で
、
七
五
、
一
〇
四
の
六
、
一
〇
四
の
一
〇
、

一
四
五
、
一
五
六
の
一
か
ら
一
五
六
の
五
ま
で
、
一
五
七
の
一
か
ら
一
五
七
の
八
ま
で
、
一
五
八
の

一
か
ら
一
五
八
の
三
ま
で
、
一
五
九
の
一
か
ら
一
五
九
の
三
ま
で
、
一
六
〇
の
一
か
ら
一
六
〇
の
三

ま
で
、
一
六
〇
の
六
、
一
六
一
の
一
、
一
六
一
の
四
、
一
六
一
の
五
、
一
六
二
の
一
、
一
六
二
の
二
、

一
六
三
、
一
六
四
の
一
か
ら
一
六
四
の
三
ま
で
、
一
六
五
の
一
か
ら
一
六
五
の
四
ま
で
、
一
六
六
の

一
、
一
六
六
の
二
、
一
六
七
の
一
か
ら
一
六
七
の
一
〇
ま
で
、
一
六
八
の
一
か
ら
一
六
八
の
三
ま
で
、

一
六
九
の
一
か
ら
一
六
九
の
四
ま
で
、
一
七
〇
の
一
か
ら
一
七
〇
の
五
ま
で
、
一
七
一
の
一
か
ら
一

七
一
の
八
ま
で
、
一
七
二
の
一
か
ら
一
七
二
の
六
ま
で
、
一
七
三
の
一
、
一
七
三
の
二
、
一
七
四
の

一
か
ら
一
七
四
の
三
ま
で
、
一
七
五
の
一
か
ら
一
七
五
の
八
ま
で
、
一
七
六
の
一
、
一
七
六
の
二
、

一
七
七
の
一
か
ら
一
七
七
の
三
ま
で
、
一
七
八
の
一
、
一
七
八
の
二
、
一
七
九
の
一
、
一
七
九
の
二
、

一
八
〇
の
一
か
ら
一
八
〇
の
七
ま
で
、
一
八
一
の
一
か
ら
一
八
一
の
六
ま
で
、
一
八
二
の
一
か
ら
一

八
二
の
八
ま
で
、
一
八
二
の
一
〇
、
一
八
三
の
一
か
ら
一
八
三
の
五
ま
で
、
一
八
四
の
一
、
一
八
四

の
二
、
一
八
五
、
一
八
六
の
一
か
ら
一
八
六
の
五
ま
で
、
一
八
七
の
一
か
ら
一
八
七
の
四
ま
で
、
一

八
七
の
六
か
ら
一
八
七
の
一
〇
ま
で
、
一
八
八
の
二
か
ら
一
八
八
の
五
ま
で
、
一
八
八
の
七
か
ら
一

八
八
の
一
七
ま
で
、
一
八
九
の
一
、
一
八
九
の
二
、
一
九
〇
の
一
、
一
九
〇
の
三
、
一
九
一
の
一
か

ら
一
九
一
の
四
ま
で
、
一
九
二
の
一
、
一
九
二
の
二
、
一
九
三
、
一
九
四
、
一
九
五
の
一
、
一
九
五
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の
二
、
一
九
六
の
一
、
一
九
六
の
二
、
一
九
七
、
一
九
八
の
一
、
一
九
八
の
二
、
一
九
九
の
一
か
ら

一
九
九
の
三
ま
で
、
二
〇
〇
の
一
か
ら
二
〇
〇
の
四
ま
で
、
二
〇
一
の
一
か
ら
二
〇
一
の
七
ま
で
、

二
〇
二
の
一
か
ら
二
〇
二
の
七
ま
で
、
二
〇
三
の
一
、
二
〇
三
の
二
、
二
〇
四
の
一
か
ら
二
〇
四
の

三
ま
で
、
二
〇
五
の
一
、
二
〇
五
の
三
、
二
〇
五
の
四
、
二
〇
六
の
一
、
二
〇
六
の
二
、
二
七
二
か

ら
二
八
一
ま
で
、
二
八
二
の
一
、
二
八
二
の
二
、
二
八
三
の
一
、
二
八
三
の
二
、
二
八
四
の
二
、
二

八
五
の
一
、
二
八
五
の
二
、
二
八
六
の
一
、
二
八
六
の
二
、
二
八
七
の
一
、
二
八
七
の
二
、
二
八
八

の
一
、
二
八
八
の
二
、
二
八
九
、
二
九
〇
、
二
九
一
の
一
、
二
九
一
の
二
、
二
九
二
の
一
、
二
九
二

の
二
、
二
九
三
、
二
九
四
の
一
、
二
九
四
の
二
、
二
九
五
の
一
、
二
九
五
の
二
、
二
九
六
の
一
か
ら

二
九
六
の
三
ま
で
、
二
九
七
か
ら
二
九
九
ま
で
、
三
〇
〇
の
一
、
三
〇
〇
の
二
、
三
〇
一
の
一
、
三

〇
一
の
二
、
三
二
九
か
ら
三
三
一
ま
で
、
三
三
二
の
一
、
三
三
二
の
二
、
三
三
五
、
三
五
〇
の
一
か

ら
三
五
〇
の
四
ま
で
、
大
字
船
水
字
松
尾
一
一
七
か
ら
一
八
一
ま
で
、
二
一
〇
の
一
、
二
一
〇
の
二
、

二
一
一
、
二
一
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
を
新

た
に
大
字
船
水
三
丁
目
と
す
る
。

大
字
石
渡
字
田
浦
四
六
の
二
、
四
六
の
三
、
四
七
、
四
八
の
一
、
四
八
の
二
、
四
九
の
一
、
五
〇

か
ら
五
三
ま
で
、
五
四
の
一
か
ら
五
四
の
四
ま
で
、
五
五
の
一
か
ら
五
五
の
四
ま
で
、
五
六
の
一
、

五
六
の
二
、
五
七
、
五
八
、
五
九
の
一
、
五
九
の
二
、
大
字
船
水
字
勝
浦
一
の
一
、
一
の
二
、
一
の

四
、
一
の
五
、
二
、
三
、
四
の
一
、
四
の
三
か
ら
四
の
五
ま
で
、
五
の
一
か
ら
五
の
五
ま
で
、
六
の

一
か
ら
六
の
三
ま
で
、
七
の
二
、
八
の
二
、
九
の
一
か
ら
九
の
六
ま
で
、
一
〇
の
一
か
ら
一
〇
の
七

ま
で
、
一
一
の
一
、
一
一
の
二
、
一
一
の
四
か
ら
一
一
の
一
四
ま
で
、
一
二
の
二
、
一
二
の
三
、
一

八
の
一
か
ら
一
八
の
三
ま
で
、
一
九
の
一
、
一
九
の
二
、
二
〇
の
一
、
二
〇
の
二
、
二
一
の
一
、
二

一
の
三
、
二
一
の
五
か
ら
二
一
の
九
ま
で
、
二
二
の
一
、
二
二
の
二
、
二
三
の
二
、
二
三
の
四
か
ら

二
三
の
七
ま
で
、
二
三
の
一
一
か
ら
二
三
の
一
六
ま
で
、
二
三
の
二
〇
か
ら
二
三
の
二
八
ま
で
、
九

六
か
ら
九
八
ま
で
、
九
九
の
一
、
九
九
の
二
、
一
〇
〇
の
一
、
一
〇
〇
の
二
、
一
〇
一
、
一
〇
二
の

一
か
ら
一
〇
二
の
六
ま
で
、
一
〇
三
、
一
〇
五
、
一
〇
七
、
二
七
四
、
二
八
六
か
ら
二
八
八
ま
で
、

二
九
〇
、
大
字
船
水
字
筒
井
一
の
一
、
一
の
二
、
二
の
一
か
ら
二
の
三
ま
で
、
三
の
一
、
三
の
二
、

三
の
四
か
ら
三
の
二
四
ま
で
、
四
の
一
か
ら
四
の
一
六
ま
で
、
七
の
一
、
七
の
三
、
七
の
四
、
八
の

一
か
ら
八
の
八
ま
で
、
九
、
一
〇
の
一
、
一
〇
の
二
、
一
一
、
一
二
の
一
、
一
二
の
三
、
一
二
の
四
、

一
三
の
一
か
ら
一
三
の
三
ま
で
、
一
四
、
一
五
の
一
か
ら
一
五
の
一
八
ま
で
、
一
六
の
一
か
ら
一
六

の
五
ま
で
、
一
七
の
一
、
一
七
の
二
、
一
八
の
一
、
一
八
の
二
、
一
九
の
一
、
一
九
の
二
、
二
〇
の

一
か
ら
二
〇
の
四
ま
で
、
二
一
の
二
、
二
二
の
一
か
ら
二
二
の
三
ま
で
、
二
三
の
一
か
ら
二
三
の
四

ま
で
、
二
四
の
一
、
二
四
の
二
、
二
五
、
二
六
の
一
、
二
六
の
二
、
二
七
の
一
か
ら
二
七
の
四
ま
で
、

二
八
の
一
か
ら
二
八
の
二
六
ま
で
、
三
一
の
一
、
三
一
の
二
、
三
四
の
二
か
ら
三
四
の
四
ま
で
、
三

五
の
三
、
三
五
の
六
か
ら
三
五
の
八
ま
で
、
三
六
の
一
、
三
七
の
一
か
ら
三
七
の
八
ま
で
、
三
八
の

一
か
ら
三
八
の
五
ま
で
、
三
九
の
一
、
三
九
の
二
、
四
〇
の
一
か
ら
四
〇
の
三
ま
で
、
四
一
の
一
か

ら
四
一
の
五
ま
で
、
四
二
の
一
、
四
二
の
二
、
四
三
の
二
、
四
三
の
三
、
四
四
の
一
、
四
四
の
二
、

四
五
の
一
か
ら
四
五
の
六
ま
で
、
四
六
の
一
か
ら
四
六
の
四
ま
で
、
四
七
の
一
か
ら
四
七
の
五
ま
で
、

四
八
の
一
、
四
八
の
六
か
ら
四
八
の
一
〇
ま
で
、
四
八
の
一
三
か
ら
四
八
の
一
五
ま
で
、
四
九
の
一
、

四
九
の
二
、
四
九
の
四
か
ら
四
九
の
六
ま
で
、
五
〇
の
一
、
五
〇
の
五
か
ら
五
〇
の
七
ま
で
、
五
一

の
二
、
五
二
の
三
か
ら
五
二
の
六
ま
で
、
五
二
の
八
か
ら
五
二
の
一
五
ま
で
、
五
三
、
五
四
の
一
か

ら
五
四
の
三
ま
で
、
五
五
の
一
か
ら
五
五
の
一
〇
ま
で
、
五
六
の
一
か
ら
五
六
の
三
ま
で
、
五
七
の

一
、
五
七
の
二
、
五
八
の
一
か
ら
五
八
の
四
ま
で
、
五
九
の
一
か
ら
五
九
の
三
ま
で
、
六
〇
か
ら
六

四
ま
で
、
六
五
の
一
、
六
五
の
二
、
六
六
、
六
七
の
六
、
六
七
の
八
か
ら
六
七
の
一
六
ま
で
、
六
七

の
二
九
、
六
七
の
三
〇
、
六
八
、
六
九
の
一
、
六
九
の
二
、
七
〇
、
七
六
、
七
七
、
二
一
六
、
二
一

七
、
三
五
一
、
三
五
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部

を
新
た
に
大
字
八
代
町
と
す
る
。

大
字
町
田
字
山
吹
一
の
一
、
一
の
二
、
二
、
三
、
四
の
一
、
四
の
二
、
五
の
一
、
六
、
七
、
八
の

一
か
ら
八
の
三
ま
で
、
九
、
一
〇
、
一
一
の
一
、
一
一
の
二
、
一
二
の
一
か
ら
一
二
の
六
ま
で
、
一

三
、
一
四
の
一
、
一
四
の
二
、
一
五
の
一
、
一
五
の
二
、
一
六
の
一
、
一
六
の
二
、
一
七
の
一
、
一

七
の
二
、
一
八
、
一
九
、
二
〇
の
一
、
二
〇
の
二
、
二
一
の
一
、
二
一
の
三
か
ら
二
一
の
五
ま
で
、

二
二
か
ら
二
四
ま
で
、
二
六
の
一
、
二
六
の
二
、
二
七
の
一
、
二
七
の
二
、
二
八
の
一
、
二
八
の
二
、

二
九
の
一
か
ら
二
九
の
三
ま
で
、
三
〇
の
一
、
三
〇
の
二
、
三
一
の
一
か
ら
三
一
の
三
ま
で
、
三
二

の
一
か
ら
三
二
の
四
ま
で
、
三
二
の
六
か
ら
三
二
の
八
ま
で
、
三
二
の
一
〇
か
ら
三
二
の
一
五
ま
で
、

三
三
、
三
四
の
一
、
三
四
の
二
、
三
五
か
ら
三
八
ま
で
、
三
九
の
一
か
ら
三
九
の
四
ま
で
、
四
〇
の

一
、
四
〇
の
二
、
四
一
、
四
二
の
一
、
四
二
の
二
、
四
二
の
四
、
四
四
の
一
か
ら
四
四
の
四
ま
で
、

四
五
の
一
か
ら
四
五
の
四
ま
で
、
四
八
の
一
か
ら
四
八
の
七
ま
で
、
四
八
の
九
か
ら
四
八
の
二
九
ま

で
、
四
九
の
一
、
四
九
の
二
、
四
九
の
七
か
ら
四
九
の
四
八
ま
で
、
五
〇
の
一
、
五
〇
の
二
、
五
一

の
一
、
五
一
の
三
、
五
三
、
五
四
、
五
五
の
一
、
五
五
の
二
、
五
六
の
一
か
ら
五
六
の
三
ま
で
、
五

七
、
五
八
の
二
、
五
九
の
一
、
五
九
の
二
、
六
〇
の
一
、
六
〇
の
二
、
六
〇
の
四
、
六
〇
の
六
、
六

一
の
一
、
六
一
の
二
、
六
一
の
四
、
六
一
の
五
、
六
一
の
七
か
ら
六
一
の
九
ま
で
、
六
三
の
一
か
ら

六
三
の
三
ま
で
、
六
四
の
一
、
六
四
の
二
、
六
四
の
四
、
六
四
の
五
、
六
五
の
一
、
六
五
の
二
、
六

五
の
四
か
ら
六
五
の
六
ま
で
、
六
六
の
一
、
六
六
の
二
、
六
六
の
五
か
ら
六
六
の
九
ま
で
、
六
七
の

一
か
ら
六
七
の
三
ま
で
、
六
七
の
五
か
ら
六
七
の
八
ま
で
、
六
七
の
一
〇
、
六
七
の
一
二
、
六
七
の

一
三
、
六
八
の
一
か
ら
六
八
の
三
ま
で
、
六
九
の
一
か
ら
六
九
の
四
ま
で
、
七
〇
の
一
か
ら
七
〇
の

四
ま
で
、
七
一
の
一
か
ら
七
一
の
三
ま
で
、
七
二
の
一
、
七
二
の
三
、
七
二
の
四
、
七
三
の
一
、
七
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三
の
二
、
七
四
の
一
、
七
四
の
二
、
七
四
の
四
か
ら
七
四
の
八
ま
で
、
七
五
の
二
、
七
六
、
七
七
の

一
か
ら
七
七
の
三
ま
で
、
七
七
の
六
か
ら
七
七
の
一
〇
ま
で
、
七
八
の
一
か
ら
七
八
の
四
ま
で
、
七

九
、
八
〇
、
八
一
の
二
、
八
一
の
三
、
八
一
の
六
、
八
一
の
九
、
八
一
の
二
二
、
八
一
の
二
三
、
八

二
、
二
一
九
の
一
か
ら
二
一
九
の
三
ま
で
、
二
二
一
の
一
、
二
二
一
の
二
、
二
二
二
の
一
、
二
二
二

の
二
、
大
字
町
田
字
三
千
苅
一
三
の
一
か
ら
一
三
の
八
ま
で
、
一
四
の
一
か
ら
一
四
の
六
ま
で
、
一

五
の
五
、
一
五
の
八
か
ら
一
五
の
一
一
ま
で
、
五
三
か
ら
六
六
ま
で
、
六
七
の
一
か
ら
六
七
の
三
ま

で
、
六
八
か
ら
七
〇
ま
で
、
七
一
の
一
、
七
一
の
二
、
七
二
、
七
三
、
七
四
の
一
か
ら
七
四
の
三
ま

で
、
七
五
、
七
六
、
七
七
の
二
、
七
八
の
一
、
七
八
の
二
、
一
五
一
、
一
五
三
、
一
五
五
、
一
六
〇

か
ら
一
六
七
ま
で
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
を
新

た
に
大
字
藤
内
町
と
す
る
。

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
五
号

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
七
条
の
二
十
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の

所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
七
条
の
二
十
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
六
号

知
的
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号)

第
十
五
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
知
的
障
害
者
居
宅
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
五
条
の
二
十
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号
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 ��
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指
定
居
宅
支
援
事
業
者

身
体
障
害
者
居
宅
生
活
支

援
事
業
を
行
う
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

身
体
障
害

者
居
宅
支

援
の
種
類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

北
津
軽
郡
金

木
町
大
字
金

木
字
朝
日
山

二
七
六
の
二

変
更
後

有
限
会
社

ケ
ア
サ
ー

ビ
ス
た
ん

ぽ
ぽ

北
津
軽
郡
金

木
町
大
字
金

木
字
芦
野
二

〇
〇
の
二
六

七

居
宅
介
護

等
事
業

有
限
会
社

ケ
ア
サ
ー

ビ
ス
た
ん

ぽ
ぽ

北
津
軽
郡
金

木
町
大
字
金

木
字
芦
野
二

〇
〇
の
二
六

七

平
成

��･

�･

�

変
更
前

む
つ
市
新
町

二
八
の
一
七

変
更
後

株
式
会
社

ケ
ア
ラ
イ

フ
青
森

青
森
市
大
字

卸
町
三
の
五

居
宅
介
護

等
事
業

株
式
会
社

ケ
ア
ラ
イ

フ
青
森
む

つ
営
業
所

む
つ
市
横
迎

町
一
丁
目
三

の
一
〇

��･

��･

�

指
定
居
宅
支
援
事
業
者

知
的
障
害
者
居
宅
支
援
事

業
を
行
う
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

知
的
障
害

者
居
宅
支

援
の
種
類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

北
津
軽
郡
金

木
町
大
字
金

木
字
朝
日
山

二
七
六
の
二

変
更
後

有
限
会
社

ケ
ア
サ
ー

ビ
ス
た
ん

ぽ
ぽ

北
津
軽
郡
金

木
町
大
字
金

木
字
芦
野
二

〇
〇
の
二
六

七

居
宅
介
護

等
事
業

有
限
会
社

ケ
ア
サ
ー

ビ
ス
た
ん

ぽ
ぽ

北
津
軽
郡
金

木
町
大
字
金

木
字
芦
野
二

〇
〇
の
二
六

七

平
成

��･

�･

�

変
更
前

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
田

町
住
宅

弘
前
市
大
字

田
町
四
丁
目

一
の
一

変
更
後

社
会
福
祉

法
人
七
峰

会

弘
前
市
大
字

下
白
銀
町
二

一
の
八

地
域
生
活

援
助
事
業

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
本

町
住
宅

弘
前
市
大
字

本
町
一
二
の

一
一

〃
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児
童
福
祉
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
二
十
一
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
二
十
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

城
東
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
城
東
中
央
一
丁
目
二
の
二
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

名１

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
東
北
株
式
会
社

秋
田
県
秋
田
市
土
崎
港
北
一
丁
目
六
の
二
五

代
表
取
締
役

原
田
昭
彦

２

河
合
と
み

弘
前
市
大
字
城
東
三
丁
目
一
二
の
二

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
一
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

薬
王
堂
十
和
田
元
町
店

十
和
田
市
元
町
西
五
丁
目
九
七
の
一
外

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
薬
王
堂

岩
手
県
紫
波
郡
矢
巾
町
大
字
南
矢
幅
第
七
地
割
四
四
五
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指
定
居
宅
支
援
事
業
者

児
童
居
宅
生
活
支
援
事
業

を
行
う
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

児
童
居
宅

支
援
の
種

類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

北
津
軽
郡
金

木
町
大
字
金

木
字
朝
日
山

二
七
六
の
二

変
更
後

有
限
会
社

ケ
ア
サ
ー

ビ
ス
た
ん

ぽ
ぽ

北
津
軽
郡
金

木
町
大
字
金

木
字
芦
野
二

〇
〇
の
二
六

七

居
宅
介
護

等
事
業

有
限
会
社

ケ
ア
サ
ー

ビ
ス
た
ん

ぽ
ぽ

北
津
軽
郡
金

木
町
大
字
金

木
字
芦
野
二

〇
〇
の
二
六

七

平
成

��

･

�･

�
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代
表
取
締
役
社
長

西
郷
辰
弘

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
十
和
田
市
役
所

２

期
間

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
一
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
十
和
田
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ

た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
柏
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

西
津
軽
郡
柏
村
大
字
稲
盛
字
幾
世
四
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

イ
オ
ン
モ
ー
ル
株
式
会
社

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
の
一

代
表
取
締
役
社
長

川
戸
義
晴

三

意
見
の
概
要

県
の
意
見
な
し

四

意
見
書
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
柏
村
役
場

２

期
間

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
一
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
柏
村
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
六
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞

青 森 県 報��������	�
 ��
 第2255号

遊
技
機
の
種
類

型

式

名

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

Ｃ
Ｒ
男
浜
幸
日
本
一
Ａ

株
式
会
社
高
尾

〃

Ｃ
Ｒ
サ
ン
ダ
ー
バ
ー
ド
２
Ｗ

株
式
会
社
藤
商
事

〃

Ｃ
Ｒ
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン

Ｆ
Ｃ

奥
村
遊
機
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン

Ｈ
Ｃ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
モ
グ
ッ
テ
お
宝
Ｔ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
大
江
戸
夢
歌
舞
伎
Ｌ

株
式
会
社
メ
ー
シ
ー
販
売



� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青 森 県 報平成15年11月21日 金曜日 第2255号 �

〃

Ｃ
Ｒ
・
木
枯
し
紋
次
郎
Ｘ
Ｊ

株
式
会
社
平
和

〃

Ｃ
Ｒ
・
木
枯
し
紋
次
郎
Ｙ
Ｊ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
海
で
す
Ｍ
Ｘ
２

株
式
会
社
ソ
フ
ィ
ア

〃

Ｃ
Ｒ
新
海
物
語
Ｍ
５
８

株
式
会
社
三
洋
物
産

〃

Ｃ
Ｒ
力
也
Ｆ
Ｘ

マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ

Ｅ
Ⅲ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ｈ
Ｒ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
イ
ル
ナ
ボ
ン
バ
ー
Ｍ
Ｖ

株
式
会
社
サ
ン
セ
イ
ア
ー
ル
ア

ン
ド
デ
ィ


